
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和６年４月２３日（火）    ８：２０～８：２９ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

松 本 剛 明 国務大臣（総務大臣） 

小 泉 龍 司 国務大臣（法務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

盛 山 正 仁 国務大臣（文部科学大臣） 

武 見 敬 三 国務大臣（厚生労働大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（農林水産大臣） 

齋 藤 健 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

伊 藤 太郎 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

木 原 稔 国務大臣（防衛大臣） 

林 芳 正 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

土 屋 品 子 国務大臣（復興大臣） 

松 村 祥 史 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

加 藤 鮎 子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

新 藤 義 孝 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

自 見 はなこ 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：村 井 英 樹 内閣官房副長官 

森 屋 宏 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 ５件 

○国会提出案件    ４件 

〇政令        ３件 

○人事        ３件 

〇報告        １件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 

○林国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、村井副長官から御説明申し上げます。 

○村井内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、一般会計予備費

の使用について、御決定をお願いいたします。本件は、能登半島地震に係る災害復

旧事業等に必要な経費として約１，３８９億円を、今月２８日に行われる衆議院議

員の補欠選挙に必要な経費として約９億円を、それぞれ使用するものであります。  
次に、信・解任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件

は、「大韓民国」及び「クック国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交付すべき信任

状及び解任状であります。 
次に、質問主意書に対する答弁書４件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。 
次に、政令３件について、御決定をお願いいたします。まず、「犯罪収益移転防止

法施行令の一部改正令」は、刑事訴訟法等の一部改正法の一部の施行に伴い、司法

書士等が「取引時確認」をしなければならない業務から、監督保証金の納付につい

ての代理等に係る業務を除くこととするものであります。 
次に、「令和６年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免

責に係る期限に関する政令」は、地震災害による申請等の一部の義務の不履行につ

いて、新たな免責期限を定めるものであります。 
次に、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部改正令」は、２０

２５年日本国際博覧会及び国立公園制度１００周年の記念貨幣について、追加発行

分の素材、図柄等を定めるものであります。 
次に、人事案件について、申し上げます。まず、財務官神田眞人外２名に、アジ

ア開発銀行総務会第５７回年次会合臨時総務代理たる日本政府代表代理を命ずる

こと等について、御決定をお願いいたします。 
次に、裁判官人事といたしまして、 判事兼簡易裁判所判事に任命するもの外３件

について、御決定をお願いいたします。 
次に、相川堅治外１３２名の叙位又は叙勲等について、御決定をお願いいたしま

す。 
次に、「令和５年度第４・四半期に締結された無償資金協力に係る取極」について、

御報告があります。本件は、本年１月から３月までの３か月間に締結された、２２

か国、１２機関の計５９件、総額約７０４億円の取極について、取りまとめたもの

であります。 
次に、件名外案件について、申し上げます。まず、「円借款の供与に関する書簡」

をトルコ及びナイジェリアとの間でそれぞれ交換することについて、御決定をお願

いいたします。本件は、トルコの「緊急震災復興計画」に６００億円を限度とする

円借款を供与すること等について、取り極めるものであります。なお、相手国政府

との書簡交換までそれぞれ不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 
次に、「無償資金協力に係る取極の締結」について、御決定をお願いいたします。
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本件は、我が国と相手国政府等との間で実質的な合意をみた無償資金協力を取りま

とめたもので、２２か国、２機関に対する計２８件、総額約２０７億円の贈与を行

うものであります。個々の案件につきましては、先方との書簡交換までそれぞれ不

公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。なお、締結状況は適宜取りま

とめ、別途、閣議に御報告することといたします。 
○林国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。河野大臣から御発言がございます。 
〇河野国務大臣：「基金の点検・見直しの横断的な方針について」にのっとり、基金全

体の点検・見直しを行い、その結果を昨日の行政改革推進会議で取りまとめました

ので御報告します。結果の詳細は別紙を御覧いただきたいと思いますが、全ての事

業について、定量的な成果目標が設定されるとともに、今後の予算措置は３年程度

とするなどの方針を確認し、１０年以内の終了予定時期を原則として設定した上で、

成果の検証を行うこととしました。また、使用見込みのない資金の返納や役割を終

えた事業の廃止も行うこととしています。各府省庁にも御尽力いただき、このよう

に、全ての事業で成果の検証のサイクルが確立されました。ただ、基金については、

その必要性や成果の達成状況等を不断に点検・検証し、使用見込みのない資金は速

やかに国庫へ返納し、十分な効果を上げていない基金についてはその在り方を見直

すことが重要です。特に成果目標については、事業目的と整合的であるかといった

観点から依然として改善の余地があると考えています。昨日のデジタル行財政改革

会議において、総理から、年末に取りまとめた方針や今般の点検・見直し結果等を

踏まえ、点検・見直し結果に盛り込まれた事業の廃止や国庫納付を確実に行うとと

もに、各大臣において、河野大臣とも連携し、ＰＤＣＡサイクルを機能させて、基

金の不断の適正化に取り組むよう、御発言があったところです。令和６年度基金シ

ートの作成プロセスがこれから本格化します。各大臣におかれては、所管する基金

の執行管理について、リーダーシップを発揮していただくようお願いいたします。 
〇林国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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別 添 

令和６年 

４月 23日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 令 和 ６ 年 度 一 般 会 計 予 備 費 使 用 （ １ ７ 件 ） に つ い 

て （ 決 定 ）             （ 財 務 省 ） 

   ☆ 大 韓 民 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 水 嶋 光 一 外 １ 名 に 交 付 

す べ き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 相 星 孝 一 外 １ 

名 の 解 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て 

（ 決 定 ）              （ 外 務 省 ） 

 

◎ 国 会 提 出 案 件   

1. 参 議 院 議 員 浜 田 聡 （ Ｎ 党 ） 提 出 民 商 （ 日 本 共 

産 党 関 連 団 体 ） の 組 織 的 積 極 的 な 指 南 に よ る 

持 続 化 給 付 金 の 不 正 受 給 等 に 関 す る 質 問 に 対 

す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 警 察 庁 ） 

 ○  1. 参 議 院 議 員 浜 田 聡 （ Ｎ 党 ） 提 出 有 権 者 に 日 本 

酒 を 提 供 し た こ と が 報 じ ら れ て い る 衆 議 院 議 

員 へ の 捜 査 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ 

い て （ 決 定 ）          （ 総 務 省 ） 

1. 参 議 院 議 員 山 本 太 郎 （ れ 新 ） 提 出 学 校 付 近 に 

お け る 騒 音 被 害 調 査 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 

答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 文 部 科 学 省 ）     

1. 参 議 院 議 員 神 谷 宗 幣 （ 無 所 属 ） 提 出 日 本 の 水 

道 事 業 の 民 営 化 ・ 外 資 開 放 へ の 懸 念 に 関 す る 

質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 国 土 交 通 省 ）     

 

◎ 政  令 

○ 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 

一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ）     （ 警 察 庁 ）   

〃  ○ 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 に よ る 災 害 に 係 る 特 定 義 務 

の 不 履 行 に つ い て の 免 責 に 係 る 期 限 に 関 す る 政 令 

（ 決 定 ）        （ 総 務 省 ・ 内 閣 府 本 府 ）   

（ 火 ）  閣 議 案 件  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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〇 通 貨 の 単 位 及 び 貨 幣 の 発 行 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 

の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ）    （ 財 務 省 ） 

 

◎ 人  事 

○ 財 務 官 神 田 眞 人 外 ２ 名 に ア ジ ア 開 発 銀 行 総 務 会 第 

５ ７ 回 年 次 会 合 臨 時 総 務 代 理 た る 日 本 政 府 代 表 代 

理 を 、 水 産 庁 増 殖 推 進 部 長 坂  康 之 外 ２ 名 に 日 本 

国 政 府 と ソ ヴ ィ エ ト 社 会 主 義 共 和 国 連 邦 政 府 と の 

間 の 両 国 の 地 先 沖 合 に お け る 漁 業 の 分 野 の 相 互 の 

関 係 に 関 す る 協 定 及 び 漁 業 の 分 野 に お け る 協 力 に 

関 す る 日 本 国 政 府 と ソ ヴ ィ エ ト 社 会 主 義 共 和 国 連 

邦 政 府 と の 間 の 協 定 に 基 づ く ロ シ ア 連 邦 の ２ ０ ０ 

海 里 水 域 に お け る 日 本 国 の 漁 船 に よ る ロ シ ア 系 さ 

け ・ ま す の ２ ０ ２ ４ 年 に お け る 漁 獲 に 関 す る 日 ロ 

政 府 間 協 議 日 本 政 府 代 表 等 を 命 ず る こ と に つ い て 

（ 決 定 ） 

☆ 簡 易 裁 判 所 判 事 兼 判 事 大 嶋 洋 志 外 ３ 名 を 判 事 兼 簡 

易 裁 判 所 判 事 等 に 任 命 し 、 判 事 兼 簡 易 裁 判 所 判 事 

松 本 利 幸 を 願 に 依 り 免 ず る こ と に つ い て （ 決 定 ） 

   ☆ 元 富 里 市 長 相 川 堅 治 外 １ ３ ２ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 等  
に つ い て （ 決 定 ）  
 

◎ 報  告 

☆ 令 和 ５ 年 度 第 ４ ・ 四 半 期 に 締 結 さ れ た 無 償 資 金 協 

力 に 係 る 取 極 に つ い て        （ 外 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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                 令和６年 

４月 23日 

 

          ◎ 一 般 案 件 

     1. 円 借 款 の 供 与 に 関 す る 日 本 国 政 府 と ト ル コ 共 

〇   和 国 政 府 と の 間 の 書 簡 の 交 換       

1. 円 借 款 の 供 与 に 関 す る 日 本 国 政 府 と ナ イ ジ ェ 

リ ア 連 邦 共 和 国 政 府 と の 間 の 書 簡 の 交 換    

に つ い て （ 決 定 ）          （ 外 務 省 ） 

 〃  〇 無 償 資 金 協 力 に 係 る 取 極 の 締 結 （ 令 和 ６ 年 度 第 １ 

次 取 り ま と め 分 ） に つ い て （ 決 定 ）   （ 同 上 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 

 

 

 

（ 火 ）   件 名 外 案 件  

資 料  
な し  
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